
【新型コロナウイルス №13】                       那医発第 １８０号 

令和２年２月１４日 

施設長 各位 

                       那覇市医師会 

                              会  長 山城 千秋 

                          担当理事 宮城 政剛 

 日頃より予防接種事業及び感染症対策にご支援ご協力賜り、感謝申し上げます。 

那覇市保健所より「新型コロナウイルス感染症疑いへの対応について（那健保総第 537-5 号 令

和 2年 2月 13日）」の情報提供がございましたのでご報告致します。 

☆ 問合せ先：那覇市医師会・事務局（上地・上原） ℡ ０９８－８６８－７５７９ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新型コロナウイルス感染症疑への対応について （依頼） 

今回の新型コロナウイルス感染症について、那覇市と沖縄県の対応方針は下記の通りとなってお

ります。ご理解とご協力をお願い致します。貴会員の皆さまへのご周知をお願いします。 

記 

１．「感染が疑われる患者の要件」を満たす患者（下段参照） 

〇 最寄りの保健所に連絡し、帰国者・接触者外来にて受診。 

２．「感染が疑われる患者の要件」を満たさない患者（下段参照） 

〇 一般医療機関にて受診 

◎ 上記１の患者さんからの問い合わせや受診時には、那覇市保健所の感染症担当（電話：853- 

7971）へのご案内を、また、上記２の 患者さんの問い合わせや受診については一般医療機関で 

ご対応並びにご診療していただくようお願いします。 

※ 判断に迷われる際は、那覇市保健所 感染症担当（電話：853-7971）にご連絡ください。 

＜参考資料＞ 

・新型コロナウイルス感染症に係る受診先のフロー図（日本語・英語）・・・後日、改めて送付。 

【 感染が疑われる患者の要件 ＜指定感染症（2020年 2月 1日指定）より＞ 】 

（４）感染が疑われる患者の要件 患者が次のア、イ、ウ又はエに該当し、かつ、他の感染症又は

他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断

に入れる。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。  

ア.発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、新型コロナウイルス感染 

症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの 

 イ.３７．５℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前１４日以内にＷＨＯの公表内容から新型

コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの  

ウ.３７．５℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前１４日以内にＷＨＯの公表内容から新型

コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴

があるもの  

エ.発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医

学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染

症と診断することができないと判断し（法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑

似症に相当）、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの 

※ 濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。 

〇 新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等  

を含む）があったもの  

〇 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護  

していたもの  

〇 新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接 

 触れた可能性が高いもの 

注意喚起 
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